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規制改革推進会議について
○  規制改革推進会議は、内閣府設置法（第37条第２項）に基づき設置された総理の諮問機関（審議会）。
○ 経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査・審議。
○ 例年秋頃、親会議にて当期の重点事項等を設定。各ワーキング・グループにおける具体の審議を積み重ね、近年は、年末

に中間答申、年央に答申をとりまとめ。その後、政府として規制改革実施計画を閣議決定。
○ 本年より、人手不足への対応やデジタル・ＡＩの社会実装といった課題にこれまで以上に取り組むため、ワーキング・グループ

の体制を強化（WGの改組、専門委員の拡充）。

国民の提案（個人、企業・団体）
縦割り110番（規制改革ホットライン）や各種団体からの要望等

規制改革推進会議や各ＷＧでの審議

【与党審査】

規制改革実施計画（閣議決定）
※例年、骨太方針と同時期

（年末頃）
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中間答申とりまとめ

答申とりまとめ（年 央）

【審議の年間サイクル】

規制改革推進会議や各ＷＧでの審議

地域活性化・人手不足対応WG

健康・医療・介護WG

働き方・人への投資WG

スタートアップ・イノベーション促進WG

デジタル・ＡＩ WG

規制改革推進会議

＜ワーキング・グループ等＞

【審議の体制】※2025年１月～

GX・サステナビリティ サブWG
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４ デジタル・ＡＩ

チ デジタル・ＡＩ技術を活用した建設機械の安全義務及び技能要件の在り方について

【a：（前段・専門家検討会設置）令和７年措置、
（前段・整理）令和８年上期措置、

（後段）令和８年上期以降検討開始、結論を得次第速やかに措置、
b：令和７年度措置】

＜基本的考え方＞
少子高齢化及び人口減少が進展し、建設現場の担い手不足が深刻化する中、 その対応として遠隔操作や無人化などのデジタル・ＡＩ技
術を活用した建設 機械（以下「デジタル・ＡＩ建設機械」という。）の利用が期待されている が、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）
及び同法関係法令（以下「安 衛法関係法令」という。）では、遠隔操作などデジタル・ＡＩ技術の活用を 前提とした労働災害防止のために必
要な措置（以下「安全義務」という。） や免許・技能講習の要件（以下「技能要件」という。）が定められていないことから、デジタル・ＡＩ建設
機械を実際の現場で使用する際に、どのような条件・対応によって安全義務が満たされるのか、また、どのような技能要 74 件が必要なの
かが不明確であるため、事業者はデジタル・ＡＩ建設機械の利用を躊躇するとの声がある。

こうした状況を踏まえ、安全義務や技能要件を明らかにすることで、デジタル・ＡＩ建設機械の更なる技術的発展及び利用を促進し、建設
業界の人手不足解消及び生産性向上につなげることが重要である。 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

＜実施事項＞
a. 厚生労働省は、建設機械を含めデジタル・ＡＩ技術を活用した機械（以 下「デジタル・ＡＩ機械」という。）の開発が進んでいることを踏まえ、
労働者の安全及び健康を守りつつ、デジタル・ＡＩ機械全般の更なる技術的発展及び利用を図る観点から、関係省庁と連携しつつ、安
衛法関係法令が適用される機械で遠隔運転・自律運転（以下「無人運転」という。）を 行う場合の労働災害防止対策に関する専門家検

討会を設置する。当該検討会において、機械の使用が想定される具体的な作業ごとに、作業内容や周辺環境、使用される機械の運転
制御方式やその技術水準の実態を把握・確認した上で、作業ごとに必要となる安全義務及び技能要件、機械の技術水準など検討す
べき項目を整理する。 また、厚生労働省は、関係省庁と連携しつつ、当該専門家検討会による検討・整理の結果を踏まえ、安衛法関
係法令に無人運転を行う場合の安全義務や技能要件を明記するなどの具体的な措置を検討し、結論を得次第、 所要の措置を講ずる。

b. 厚生労働省は、a が措置されるまでの間、現状の安衛法関係法令に基づく機械の無人運転における労働災害防止のために必要な措
置に関する相談が労働基準監督署にあった際、労働基準監督署ごとに異なる判断（いわゆるローカルルール）が発生しないよう、労働
基準監督署から都道府県労働局を通じ、厚生労働省本省に照会させるなど、集約し、判断の統一性を確保する。

規制改革推進に関する答申（令和７年５月28日） 抜粋

4



内 容：
自動施工を実施する上で遵守する基本項目

○本ルールの役割、位置づけ
○エリアの設定と運用
○安全性確保のための関係者の役割

及びリスクアセスメント
など

内 容：
無人エリアにおける自動施工に求める各種要件

○所定の範囲から逸脱しないこと
○安全装置
○オペレータに求める知識・技能

などを想定

自動施工の安全ルール
（R6.3策定、R7.3改定）

無人エリアにおける要件
（令和７年度から今後検討・整理）
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無人エリア

今後、無人エリア内において自動施工を実施する上で必要な各種要件を整理

関係省庁とも連携し、自動施工の実装を推進

安全ルールの今後について
第4回規制改革推進会議デジタル・AIWG

国土交通省提出資料 抜粋



国土交通省
自動化・自律化協議会

厚生労働省が設置する検討会

土木分野横断
（農業、荷役、林業、土木・・・）

対象分野

・左記内容に係る土木工事における
運用に関する検討
・無人エリアに係る検討

労働安全衛生法令に係る検討検討内容

上記検討内容に関する基準類労働安全衛生法令に係る検討アウトプット

機能要件の検討に係る体制について

厚生労働省が関係省庁と連携しつつ検討会を設置（令和７年）
機械の使用が想定される具体的な作業ごとに、作業内容や周辺環境、使用され
る機械の運転制御方式やその技術水準の実態を把握・確認した上で、作業ごと
に必要となる安全義務及び技能要件、機械の技術水準など検討すべき項目を整
理（令和８年上期）
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